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 第２章 第２次計画の取り組み体系と環境目標 
 

 

 

 

 取り組みの体系は以下のとおりです。 
 

目指す 

環境像 

  環境目標１ 

 地球環境への負荷の少ないまちづくり 

 地球環境保全対策の推進 

   １．地球温暖化対策への取り組み 
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基本理念 

  ２．オゾン層保護対策への取り組み 

   

 環境目標２ 

 安心で良好な生活環境を大切にするまちづくり 

〇良好な環境を 

 将来の世代へ 

 継承していく 

 環境づくり 

 

 

〇人と自然が 

 共生し持続的 

 発展が可能な 

 環境づくり 

 

 

〇地球環境保 

 全を積極的 

 に推進する 

 環境づくり 

  生活環境対策の推進 

  １．水環境保全への取り組み 

  ２．騒音・振動・悪臭防止対策への取り組み 

  ３．大気環境保全への取り組み 

  ４．美化活動・不法投棄対策への取り組み 

  ５．環境放射線量の監視の取り組み 

  ６．大規模災害への備えと取組み 

  ７．空き家、空き地等の管理の取り組み 

  

 環境目標３ 

 人と自然が共生し、うるおいのあるまちづくり 

  人と自然が共生できる環境の創造 

  １．緑あふれるまちづくりへの取り組み 

  ２．生物生息空間の保全と創造への取り組み 

  ３．うつくしい水辺の保全と創造への取り組み 

  

 環境目標４ 

 資源の有効利用で持続可能なまちづくり 

  循環型社会の形成 

  １．一般廃棄物の減量化、資源化への取り組み 

  ２．産業廃棄物の適正な処理による環境負荷の 

   低減への取り組み 

    

 環境目標５ 

 「知る」から「行動する」まちづくり 

  環境保全意識の向上、自主活動の促進 

  １．環境教育、環境学習への取り組み 

  ２．環境保全活動への取り組み 

 

 第１節 取り組みの体系 
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 目指す環境像を実現するための柱として、5 つの環境目標を定めました。これらの環境目標を実現す

るためには、各主体の役割の積極的な推進と各主体間による協働による取り組みが必要です。 

 

 

            地球環境への負荷の少ないまちづくり 

  深刻化する地球温暖化を防ぐため、温室効果ガスの中長期的な削減に向け

た再生可能エネルギー＊の導入や省エネルギーの推進、緑化など低炭素なま

ちづくりを推進します。 

 

 

            安心で良好な生活環境を大切にするまちづくり 

  水質汚濁や大気汚染などの環境汚染（公害＊）がない、そして放射能汚染がない安全・安心なまち

は、私たちの快適な暮らしの前提となるものです。事業活動を進める上でも環境に充分配慮しなけれ

ばなりません。またごみの散乱がないきれいなまちを目指します。 

 

 

            人と自然が共生し、うるおいのあるまちづくり 

  本市の豊かな自然環境を保全し、生物多様性を維持します。また、これらの自然環境と人とのふれ

あいを促進します。 

 

 

            資源の有効利用で持続可能なまちづくり 

  廃棄物の発生抑制や資源循環、ごみの適正処理などを推進し、環境負荷の

少ない循環型社会をつくります。３Ｒ運動〔リデュース＊（発生抑制）・リユ

ース＊（再使用）・リサイクル＊（再生利用）〕を実践します。 

 

 

            「知る」から「行動する」まちづくり 

  地球規模から身近な生活環境まで広範多岐の環境問題を解決するため、家庭や学校、職場や社会活

動などのあらゆる場面において、市民・事業者・行政（市）が積極的に取り組み、持続可能な社会を

実現します。 

 

 

 

 

 第２節 環境目標 

 環境目標１ 

 環境目標５ 

 環境目標３ 

 環境目標２ 

 環境目標４ 
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         持続可能な開発のための２０３０アジェンダ/ＳＤＧs 

 

 

 持続可能な開発目標（SDGs）（※1） を中核とする持続可能な開発のための 2030 アジェンダは、平成 27

年（2015年）9月に、ニューヨーク・国連本部で開催された国連サミットで採択されました。 

 平成 28年（2016年）から平成 42年（2030年）までの国際社会共通の目標です。序文、政治宣言、持

続可能な開発目標（SDGs：17ゴール、169ターゲット）、実施手段、追跡調査で構成されています。先進

国を含む全ての国に適用される普遍性が最大の特徴です。 

 採択を受けて、各国・地域・地球規模でアジェンダ（国際的な取り組みについての行動計画）の実施

のための行動を起こす必要があり、それらの行動の追跡調査が必要です。17のゴールのうち、少なくと

も 12が環境に関連しています。アジェンダの実施に向け、気候変動、持続可能な消費と生産（循環型社

会形成の取組等）等の分野において、国家レベルだけでなく、市民・事業者・行政など社会の多様な主

体が連携して行動していく必要があります。 

 そのため、本市の環境施策の展開においても、SDGsの達成と深い関りがあることを認識し、持続的発

展が可能な社会の実現に寄与していくことが求められています。 
  
                               持続可能な    開発    ゴール 

（※1）SDGs 「Sustainable Development Goals」の略 

                                     

 

持続可能な開発目標（SDGs）17ゴール 

  赤文字は少なくとも環境に関連している 12のゴール 

 

１ 貧困の撲滅 ２ 飢餓撲滅、食料安全保障 ３ 健康・福祉 

４ 
万人への質の高い教育、 

生涯学習 
５ ジェンダー（※2）平等 ６ 水・衛生の利用可能性 

７ エネルギーへのアクセス ８ 
包摂的（※3）で持続可能な 

経済成長、雇用 
９ 

強靭なインフラ、 

工業化・イノベーション 

10 
国内と国家間の不平等の 

是正 
11 持続可能な都市 12 持続可能な消費と生産 

13 気候変動への対処 14 
海洋と海洋資源の保全・持

続可能な利用 
15 

陸域生態系、森林管理、砂

漠化への対処、生物多様性 

16 平和で包摂的な社会の促進 17 
実施手段の強化と持続可能な開発のための 

グローバル・パートナーシップの活性化 

                    （※2）ジェンダー … 生物学的性差と区別した、社会的、文化的に作られる性差 

                    （※3）包摂的 … ある概念がより一般的な概念に包み込まれること 


